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 カ 障害のある志願者は、受験上及び修学上の配慮を必要とすることがあ

るので、下記期限内に本学へあらかじめ申し出ること。 

これにより、相談が必要となった場合は、以下による。 

○相談の期限 

令和 6 年 7 月 24 日（水）まで 

○相談の方法 

下記事項を記載した文書（様式は問わない。）及び医師の診断書を提

出することとし、必要な場合は、本学において志願者との面談等を行

う。 

・志望コース 

・障害の種類、程度 

・受験上の配慮を希望する事項 

・修学上の配慮を希望する事項 

・その他

キ 連絡先 

富山県立大学富山キャンパス 

事務部教務学生課入試・学生募集グループ 

〒９３０－０９７５ 

富山県富山市西長江２－２－７８ 

℡０７６-４６４－５４１０（代表） 

※ ②、③③、⑧の書類について、既に出願資格審査で提出されている場合は、出願手続きで提出する必要は

ありません。 

※ 日本語・英語以外の言語で記載されたものについては、日本語訳もしくは英訳を添付すること。 

※ 証明書の氏名が出願時と異なる場合（例：旧姓）は、戸籍抄本を審査書類とあわせて提出すること。 


